
    豊明市学校給食センター官民連携手法導入可能性調査業務委託仕様書 
 
１ 委託業務名 
   豊明市学校給食センター官民連携手法導入可能性調査業務委託 
 
２ 業務目的 
   本業務では、学校給食センターの現状と課題を踏まえ、新たな学校給食センター

の基本事項を整理するとともに、官民連携手法の導入可能性について調査を行うも

のである。 
 
３ 委託期間 
   契約締結の翌日から令和３年３月３１日まで 
 
４ 委託業務の内容 
（１） 基本事項の整理及び計画地の状況把握 

○1 基本的な考え方及び前提条件の整理 
昨今の学校給食を取り巻く情勢や現状の学校給食センターの運営状況等を踏まえ、

新施設の施設計画、運営計画、業務内容等について、発注者の意向を勘案して検討・

整理を行う。 
○2 計画地の状況把握 
事業計画地に係る都市計画法や建築基準法などのほう定期条件やインフラの整備

状況、周辺環境の状況等を把握し、事業実施にあたっての制約条件を抽出し、整理

する。 
（２） 学校給食センターの整備・運営内容の検討 

○1 導入機能・規模・運営内容の検討 
「（１）基本事項の整理及び計画地の状況把握」の検討結果を踏まえ、新施設に必

要となる導入機能・規模・運営内容を検討する。 
○2 ＰＳＣの試算 
「○1 導入機能・規模・運営内容の検討」の検討結果を踏まえ、従来型の整備手法（公

設公営若しくは公設民営）で実施した場合の設計費・建設費・維持管理費・運営費

などの市の財政負担額を試算する。 
 ○3 事業手法の整理 
  官民連携手法を含む地方公共団体における学校給食センターの整備・運営手法の動

向について把握し、導入可能性のある事業手法の比較検討を行う。 
 ○4 整備・運営スケジュールの検討 
  導入可能性のある各事業手法における施設整備・運営スケジュールを検討する。 



（３） 事業スキームの検討 
○1 事業範囲・事業期間の検討 
導入可能性のある各事業手法における事業範囲及び事業期間を検討する。 

○2 事業形態・事業方式の検討 
サービス購入型・ジョイントベンチャー型・独立採算型などの事業形態、ＢＴＯ方

式・ＢＯＴ方式などの事業方法について、それぞれの特徴と学校給食センターの特

性を踏まえ設定する。 
 ○3 資金調達の検討 
  交付金や地方債の適用など、学校給食センターの整備・運営に係る市の資金調達手

法を検討する。 
 ○4 リスク分担等に関する検討 
  導入可能性のある各事業手法における市と民間事業者のリスク分担について検討

する。 
（４） ＶＦＭの確認 
  従来型と導入可能性のある官民連携手法とのコスト比較分析（定量的な分析）と給

食サービスの質の分析（定性的な分析）を行い、ＶＦＭ確保の可能性を検討する。 
 
（５） 民間企業の事業参入意向調査 
  本事業を官民連携手法で行う場合の民間事業者等の事業参入の可能性についての

条件（採算性や収益性）を分析し、また、民間事業者等の参入意向を把握する。 
 
（６） 総合評価 
  （１）から（５）までの検討・調査の結果を踏まえ、本事業を官民連携事業として

実施することの適合性・実現性等を評価し、その結果、効果があると認められる場合、

事業の実施にあたっての課題について整理する。 
 
６ 成果品 
（１） 業務の成果品は次のとおりとする。 
 ○1 報告書 ３部 
 ○2 電子データ １枚（ＣＤ－Ｒ） 
（２） 成果品の帰属 
  成果品は、すべて市に帰属する。市の許可なく他に公表、貸与または使用等をして

はならない。 
 
７ 留意事項 
（１） 法令等の遵守 



  業務の実施のあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 
（２） 秘密の保持 
  本業務で知り得た一切の情報を、承諾を得ずに第三者にもらしてはならない。 
（３） 費用の負担 
  本業務に関する費用は受託者の負担とする。 
（４） 貸与資料 
  業務に必要な資料及びデータを貸与する場合、受託者は破損、紛失、盗難等の事故

がないよう管理するものとし、業務完了後速やかに市に返却するものとする。 
（５） 疑義等 
  本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書について定めの

ない事項については、協議のうえ定め、市監督職員の指示に基づいて業務を遂行する

こと。 
（６） その他 
  本業務の受託者及び協力会社は、この契約に関連する事業が官民連携手法に基づく

事業として実施される場合は、秘密の保持、情報の公平性及び公正さの担保の観点か

ら、当該事業を実施する民間事業者の選定に応募又は参加しようとする応募企業、応

募企業グループの一員又は協力企業になることはできないものとする。 


